
 

 

 

 

部門 コート名 優   勝 準 優 勝 

第１部 

49 歳 

以下 

１コート 切通官舎 越馬場Ｂ 

２コート 新町Ｂ 下三納代 

３コート 越馬場Ａ 平田Ａ 

４コート 八幡 岩脇 

第２部 

50 歳 

以上 

７コート 新町 鬼付女 

８コート 一丁田 新馬場 

９コート 西五反田 今別府Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 7月 8日発行（次号 7月 25日） 

本紙に関する問合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：圓崎
えんざき

 宏美
ひ ろ み

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 お知らせ版 No.2 

余

白 

国民健康保険の保険証（被保険者証）は、７月３１日（日）で 

期限切れとなります。８月１日（月）以降は、新しい保険証でな 

いと医療機関で受診できません。 

新しい保険証は、７月中に各世帯へ郵送いたします。ただし、国 

民健康保険税の未納がある場合は、発送を見合わせることがあり 

ますので、納税確認をお願いします。 

問合せ：いきいき健康課 

（担当）池田
い け だ

美
み

季
き

 ☎33-6026 

低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(１人 

につき３万円)の申請(請求)期限は、平成２８年８月２日(火)で 

す。まだ申請をされていない方は、早急に手続きをお願いします。 

○給付対象者は、次の①～③を全て満たす方  

①基準日（平成２７年１月１日）に住民票が新富町にある方 

②平成２７年度の市町村民税（均等割）が課税されていない方 

③平成２８年度中に６５歳以上になる方（昭和２７年４月１日以前に生まれた方） 

 ご注意！ 本人が市町村民税（均等割）非課税であっても、課税されている方に扶養されている場合や

生活保護制度の被保護者などは対象外です。 

○申請手続き  

年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）申請書（請求書）に本人確認書類及び指定口座

確認書類を添付して新富町役場 福祉課へご請求ください。 

本人確認書類 → 運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)などの写し 

指定口座確認書類→ 金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し 

※平成２７年度臨時福祉給付金受給者で受取口座の変更がない方は、本人確認書類及び指定口座確

認書類の提出は必要ありません。 

問合せ：福祉課 

（担当）井上
いのうえ

透
とおる

 ☎33-6382 

６月２６日（日）に自治公民館ミニバレーボール大会を開催しました。３０チーム、１６８名の

参加があり、各コートの戦いを制したのは、以下のチームです。おめでとうございます。 

問合せ：生涯学習課 

（担当）壱
い

岐
き

晃
こ う

也
や

 ☎33-1022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○採用予定人員 消防吏員 若干名 

○試 験 日 時 ９月１８日（日）午前７時３０分受付開始 

○試 験 会 場 宮崎県立高鍋高等学校 

○受 験 資 格 

①平成３年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者。ただし、救急救命士の資格を有

する者については、平成元年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者。 

②平成２８年４月１日現在、東児湯消防組合の管轄内（西米良村を除く児湯郡）に現住所を有し

（就学、就職等のため、管轄内に住所を有する保護者又は保護者であった者の元から転出して

いる者を含む）、採用後は管轄内に居を構えて勤務することができる者。 

○受験手続き 受験申込用紙は、消防本部、消防署本署、各分遣所及び役場総務財政課で交付 

○受 付 期 間 ７月１９日（火）～８月５日（金）※平日の午前８時１５分から午後５時まで 

※郵送の場合は、８月５日消印有効 

◎問合せ：東児湯消防組合消防本部総務課 ☎22-1361 

平成２８年熊本地震に伴い､ボランティア活動で熊本県内市町 

村に向かう車両の高速道路料金無料措置の期間が、11月 30日 
（水）までに延長されました。詳細は、「平成 28年５月 25 

日発行お知らせ版（NO.2）」または、熊本県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。 

問合せ：総務財政課 

（担当）中原
なかはら

・長友
ながとも

 ☎33-6011 

平成２８年８月１日から後期高齢者医療の被保険者証（保険証）が切り替わります。 

○新しい被保険者証（以下、新被保険者証）は、水色となります。 

○新被保険者証の有効期限は、平成２９年７月３１日です。 

○新被保険者証は、７月下旬までにご本人あてに郵送します。 

○新被保険者証が届きましたら、住所・氏名・生年月日をご確認 

ください。※被保険者証は、なくさないよう大切に保管してください。 

問合せ：いきいき健康課 

（担当）椎葉
し い ば

由美
ゆ み

 ☎33-6026 

現在、重度障がい者（児）医療費受給資格者証をお持ちの方 

は、７月３１日（日）で有効期限切れとなります。役場福祉課 

（社会福祉９番窓口）にて更新手続きを行ってください。 

なお、現在、所得超過のため受給停止となられている方も届 

出をお願いします。 

○受付期間 ７月２２日（金）～８月３１日（水）午前９時～正午および午後１時～午後５時 

○お持ちいただくもの 

①身体障害者手帳または療育手帳(両方お持ちの方は両方とも) 

②健康保険証（平成２８年８月１日以降に使用できるもの） 

③旧受給資格者証 

④印鑑（スタンプ式印鑑不可） 

⑤平成２８年１月１日現在で新富町に住所のなかった方（生計を維持する方を含む）は旧住所地

の所得・扶養証明書 

⑥個人番号（マイナンバー）がわかるもの 

◎次の受給資格に該当し、まだ申請されていない方も、福祉課で申請手続を行ってください。 

・身体障害者手帳１級または２級の方  ・療育手帳Ａの方 

・身体障害者手帳３級と療育手帳Ｂ１を両方お持ちの方 

問合せ：福祉課 

（担当）宮崎
みやざき

智恵
ち え

美
み

 ☎33-6026 


